
令和７年志賀町教育委員会【３月定例会】進行表 

  

１ 日  時   令和７年３月２６日（水） 

           開会：１６時００分    

閉会：１７時１５分 

２ 会  場   志賀町役場 第３１会議室 

 ３ 案  件 

議 案 番 号 件      名 

議 案 第 ７ 号 
志賀町スポーツ全国大会等出場助成金交付要綱の一部を改正する要綱に
ついて 

議 案 第 ８ 号 
志賀町社会教育全国大会等出場助成金交付要綱の一部を改正する要綱に
ついて 

議 案 第 ９ 号 令和７年度志賀町教育目標について 

議案第１０号 志賀町児童生徒区域外就学の承諾について 

議案第１１号 志賀町児童生徒就学援助費支給対象者の追加認定について 

議案第１２号 
志賀町立小・中学校の学校医、学校歯科医、学校耳鼻咽喉科医及び学校薬
剤師の委嘱について 

議案第１３号 令和７年度会計年度任用職員の採用について 

議案第１４号 志賀町立小・中学校学校講師の任命について 

議案第１５号 志賀町立小・中学校学校図書館司書の任命について 

議案第１６号 志賀町立小・中学校スクールカウンセラーの任命について 

議案第１７号 志賀町立中学校ハートフル相談員の任命について 

議案第１８号 志賀町立中学校心と学びアドバイザーの任命について 

議案第１９号 志賀町立小・中学校スクール・サポート・スタッフの任命について 

議案第２０号 志賀町立中学校部活動指導員の任命について 

議案第２１号 志賀町少年育成センター常勤補導員の任命について 

議案第２２号 志賀町立公民館主事の任命について 

議案第２３号 志賀町立図書館協議会委員の任命について 

議案第２４号 志賀町男女共同参画審議会推進委員の委嘱について 

議案第２５号 志賀町社会教育委員の委嘱について 

議案第２６号 志賀町文化財保護審議会委員の任命について 

議案第２７号 志賀町体育施設条例の一部を改正する条例について 

議案第２８号 
志賀町体育施設及び志賀町富来Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理者の指定
について 

議案第２９号 志賀町志賀の郷運動公園施設の指定管理者の指定について 

 

４ 出席委員   間嶋教育長、高橋職務代理、尾田委員、岡本委員 

 ５ 欠席委員   本谷委員 

 ６ 議事録署名員 髙橋職務代理者 

 ７ 事務局      学校教育課 課長 藤井 専 

          学校教育課 参事 福島 朋尚 

          生涯学習課 課長 大島 信雄 

          学校教育課 参事 岡田 政行 

８ 記 録 者   学校教育課 参事 岡田 政行
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令和７年志賀町教育委員会【３月定例会】 進行表 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開 会 １６時００分 

  

それでは定刻になりましたので、只今から、令和７年志賀町教育委員会

３月定例会を開会させていただきます。はじめに、本日は、本谷委員よ

り都合により欠席するとの連絡をいただいておりますので、ご報告させ

ていただきます。 

それでは、間嶋教育長より開会のごあいさつと会議の進行をお願いい

たします。 

 

開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

本日は、令和７年志賀町教育委員会３月定例会を招集申し上げました

ところ、委員の皆様におかれましては、公私共にご多用のなか、ご出席を

いただき厚くお礼申し上げます。 

令和 6 年度最後の定例会となりました。先日、委員の皆様方には小中

学校の卒業式にご出席を賜りありがとうございました。また、24 日は教

職員の異動発表が、25 日には町職員の異動内示が発表されました。今回

教育委員会部局における異動の内示ですが、上席のみをお伝えしますと、 

学校教育課長は富来病院異動し、学校教育課長には、現生涯学習課長の

大島課長となります。また、生涯学習課長の後任には保健福祉センタ―

参事の加茂野さんが異動となります。また、生涯学習課大家参事におか

れましては、商工観光課長として昇格する人事となりました。 

それでは、審議に移りたいと思います。 

本日、審議いただく案件は「議案２３件」でございます。 

委員の皆様におかれましては、何卒慎重なるご審議のうえ、適切なる

ご決議を賜りますようお願い申し上げます。それでは、これより会議に

入ります。 

 

日程第１の本日の会議録署名委員ですが、高橋職務代理者を指名させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

  

次に、日程第２の教育行政諸般の報告について、私より申し上げます。 

（教育行政諸般の報告） 

・2 月定例会（2 月 27 日）以後の報告を行います。 

１ 学校教育課関係 

① 各学校 令和 6 年度終了 

 ・能登半島地震からの復旧・復興の年度となったが、各学校ともに無
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教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

事務局大島 

 

教育長 

 

事、卒業・終了式を終えることができた。 

  卒業式 小学校は 3 月 19 日（火） 中学校は 3 月 14 日（金） 

  終業式・終了式 小中学校ともに 3 月 24 日（月） 

 

  ３月２５日（火）から、学年末学年初め休業（春休み）に入る。 

  令和７年度 １学期始業式・入学式 ４月７日（月） 

  富来小は、引き続き富来中学校の施設供用での新学期をスタートさ

せる。 

② 定期人事異動 

  24 日（月） 異動発表 管理職 校長（富来中）１名、 

                  教頭（志賀中）１名が異動 

             教職員  志賀小７名、富来小３名 

                  志賀中５名、富来中３名が異動 

 

２ 生涯学習課関係 

① 生涯学習功労者表彰式 ３月７日（金）文化ホール ８名受賞 

  ・田頭善彦：志加浦公民館  内田恒平：堀松公民館 

   政氏友成：下甘田公民館  福山直己：西増穂公民館 

   雄谷助十紀：中甘田公民館 川田政雄：富来俳壇会長 

   寶達孝子：コール志賀役員 山本洋子：社会奉仕活動 

② 文化奨励賞表彰式 ３月５日～１２日 各学校で実施 １４名受賞 

 志賀小 ２年 藤澤心仁奈 ３年 高橋仙季 北口夏楓・山口奏斗 

  ４年 北口朱里 ５年 室坂彩菜 ６年 川瀧 隼・谷山慶伍・土橋紗羽 

富来小 １年 橋場実結 

志賀中 ３年 中世愛莉・西村希華・藤田菜心 

富来中 ３年 岡 知花 

 

只今の報告について、ご質問はありませんか。 

 

質疑なし 

 

ご質問がないようなので、次に、日程第３ 議案審議に入ります。 

はじめに「議案第７号及び議案第８号」は関連性がありますので一括

して審査します。事務局より説明をお願いします。 

資料により説明 

 

只今の件について、ご意見・ご質問はありませんか。 
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尾田委員 

大島課長 

 

 

髙橋委員 

 

大島課長 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

宿泊手当とは、物価に関係ないのか。 

関係ありません。 

→この単価は国の基準を採用しており、国基準の中でも最高額の単価

を採用している。 

要綱に記載されている助成額だが、小中高校生は 15,000 円、その他の

町民は 10,000 円となっているが、その他の町民とは誰を指すのか。 

→監督、審判、コーチ等で大会に参加（出場）する方々を想定している。 

他に質問はございませんか。ご質問がないようなので、議案第７号を

原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

挙手 

 

 挙手≪全員≫により、議案第７号は原案どおり決定するものと決しま

した。 

続いて、議案第８号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

 挙手≪全員≫により、議案第８号は原案どおり決定するものと決しま

した。 

続いて、「議案第９号 志賀町教育目標について」を審査します。事務

局より説明をお願いします。 

 

資料により説明 

・前回定例会で素案を説明したが、先日、社会教委会議が開催され、

出席者からは、地震を経験したことから防災に関する取り組みを盛り込

んでほしいとの意見があり、内容を追加した。 

只今の件について、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

質疑なし。 

 

ご質問がないようなので、議案第９号を原案のとおり決定することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第９号は原案どおり決定するものと決しまし
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教育長 

 

 

事務局藤井 

 

教育長 

 

髙橋委員 

 

藤井課長 

 

 

髙橋委員 

 

教育長 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局藤井 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

た。 

続いて、「議案第 10 号 志賀町児童生徒区域外就学の承諾について」

を審査します。事務局より説明をお願いします。 

 

資料により説明。 

 

只今の件について、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

富来から志賀中学校へ通学する場合にはどのように通学することとな

るのか。 

→基本的は保護者での送迎となる。しかし、近接するスクールバスの

バス停留所まで来ていただければ、スクールバスを利用し、通学するこ

とはできる。 

今後も同様なケースが想定されるが、その場合も、指定校の変更を認

めることで、良いのか。 

→承認した前例があるので、今後も承認する。 

ご質がないようなので、議案第 10 号を原案のとおり決定することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 10 号は原案どおり決定するものと決しま

した。 

続いて、「議案第 11号 志賀町児童生徒就学援助費支給対象者の追加認

定について」を審査します。事務局より説明をお願いします。 

 

資料により説明。 

 

只今の件について、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

質疑なし。 

 

ご質問がないようなので、議案第 11 号を原案のとおり決定することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 11 号は原案どおり決定するものと決しま



5 

 

 

 

 

 

事務局藤井 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局藤井 

 

教育長 

 

髙橋委員 

 

福島参事 

 

 

 

教育長 

 

 

した。 

続いて、「議案第 12 号 志賀町立小・中学校の学校医、学校歯科医、

学校耳鼻咽喉科医及び学校薬剤師の委嘱について」を審査します。事務

局より説明をお願いします。 

 

資料により説明。 

・昨年志賀中学校の歯科医ﾌｫｰﾗﾑﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸの山口医師より、病院が被

災したため、年内又は年度いっぱいで廃業するため、歯科医をやめたい

の連絡があったが、歯科医協会に補充を依頼したが、補充はなく、１名

減として対応するとのことであった。 

 

只今の件について、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

質疑なし 

 

ご質問がないようなので、議案第 12 号を原案のとおり決定することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 12 号は原案どおり決定するものと決しま

した。 

続いて、「議案第 13 号から議案第 20 号」は関連性がありますので一

括して審査します。事務局より説明をお願いします。 

 

資料により説明。 

 

只今の件について、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

志賀中学校ではハートフル相談員が、富来中学校では心と学びアドバ

イザーが配置されている。利用する生徒たちの様子はどのようなものか。 

→志賀中では不登校の生徒からは、北口先生には安心して相談できる

という、感想をいただいている。また、富来中学校の教室に入れない生

徒の対応を松尾先生にお願いしている。松尾先生は教員免許も持ってお

り、生徒の学習も見てもらっており、生徒からは好評を得ている。 

→今ほどの説明のとおり、北口先生は生徒の良き相談相手として、生

徒とのコミュニケーションをとっている。また、松尾先生は教員免許を

持っていることから、不登校の生徒の学習面のサポートも行ってもらっ
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教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

委員 

ており、２人とも生徒のために親身になっていただいている。 

ご質問がないようなので、議案第 13 号を原案のとおり決定することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

挙手。 

 

 挙手≪全員≫により、議案第 13 号は原案どおり決定するものと決しま

した。 

続いて、議案第 14 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

 挙手≪全員≫により、議案第 14 号は原案どおり決定するものと決しま

した。 

続いて、議案第 15 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

 挙手≪全員≫により、議案第 15 号は原案どおり決定するものと決しま

した。 

続いて、議案第 16 号を原案のとおり議決することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 16 号は原案のとおり決定されました。 

続いて、議案第 17 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

 挙手≪全員≫により、議案第 17 号は原案のとおり決定されました。 

続いて、議案第 18 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 
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教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

事務局大島 

 

 

教育長 

 

髙橋委員 

大島課長 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局大島 

 

 挙手≪全員≫により、議案第 18 号は原案のとおり決定されました。 

続いて、議案第 19 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 19 号は原案のとおり決定されました。 

続いて、議案第 20 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 20 号は原案のとおり決定されました。 

続いて、「議案第 21 号から議案第 26 号」は関連性がありますので一括

して審査します。事務局より説明をお願いします。 

 

資料により説明。 

 ・議案第 22 号で、東増穂公民館及び西浦公民館については、公民館長

主事がまだ決まっていない。後日、決まり次第提案させていただく。 

只今の件について、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

議案第２６号中、４，５，６番の方は、大学の先生なのか。 

→４番と５番は、県の元文化財関係の方。６番の方は、推薦された方。 

町民の中に、文化財などの学芸員の資格を持った人がおらず、このよ

うに対応している。 

  

ご質問がないようなので、議案第 21 号を原案のとおり決定することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

挙手 

 

 挙手≪全員≫により、議案第 21 号は原案どおり決定するものと決しま

した。 

続いて、議案第 22 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 
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教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

事務局大島 

 

教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

委員 

挙手≪全員≫により、議案第 22 号は原案のとおり決定されました。 

続いて、議案第 23 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 23 号は原案のとおり決定されました。 

続いて、議案第 24 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 24 号は原案のとおり決定されました。続い

て、議案第 25 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 25 号は原案のとおり決定されました。続い

て、議案第 26 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 26 号は原案のとおり決定されました。続い

て、「議案第27号から議案第 28 号」は関連性がありますので一括して

審査します。事務局より説明をお願いします。 

 

資料により説明。 

 

只今の件について、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

質疑なし。 

 

ご質問がないようなので、議案第 27 号を原案のとおり決定することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

挙手 
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教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

事務局 

岡田 

岡田 

岡田 

岡田 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

挙手≪全員≫により、議案第 27 号は原案のとおり決定されました。 

続いて、議案第 28 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 28 号は原案のとおり決定されました。 

続いて、議案第 29 号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

挙手 

 

挙手≪全員≫により、議案第 29 号は原案のとおり決定されました。 

次に、日程第４「その他の案件について」事務局より説明をお願います。 

 

順次、資料により説明する。 

①志賀町教職員人事異動について 

②志賀町教職員一覧について 

③志賀町教育委員会事務局職員人事異動について 

④今後の日程について 

 

只今の件について、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑がないようなので、本日の日程を終了したいと思います。 

本日は、慎重なる審議をしていただき、誠に有難うございました。 

以上をもちまして、令和７年志賀町教育委員会３月定例会を閉会いた

します。 

        

閉 会 １７時１５分  

 

 


